
レクシア特許法律事務所 機械電気部門主催セミナー (大阪 開催) 

 ワールドワイド明細書®作成セミナー 第６回 

とっても重要な分割出願の話 -機械・電気編- 

～国内外の分割出願の重要ポイントを半日で習得する～ 

2020 年 8 月 6 日（木）13:30～16:15  中之島インテス 11 階 １１３号室 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

分割出願について、以下の事実をご存じですか？ 

１．分割出願の件数が１０年間で激増していること 

   出願件数：18,418 件(2009 年)→27,267 件(2018 年) 

   通常出願に対する分割出願の割合：5.6％(2009 年)→9.5％(2018 年) 

２．特許庁で認められた分割の実体的要件が、裁判所で否定されることが散見されること 

 

分割出願は、種々の用途で利用されます。例えば、 

・侵害品を多面的にカバーするため、 

・一部のクレームを先に権利化し、残りのクレームを時間をかけて権利化するため、 

・出願の延命のため、 

などですが、近年の出願件数の減少状況の中で、分割出願の重要性は増していると考えます。

しかし、いざ権利行使しようとすると、裁判所で、分割の実体的要件を満たしていないと判

断され、権利行使できない場合があります。 

 

 以上の状況に鑑み、今回のワールドワイド明細書セミナーでは、分割出願における親出願

及び子出願の両方において留意すべき明細書の作成方法について検討致します。また、諸外

国の分割出願についても取り上げます。 

★コロナ感染を考慮して、12 名の募集人数に対し、72 名収容可能な会議室を使用します。 

★非接触型のアルコール消毒噴霧器を会議室に設置します。 

 

 第６回の内容： 

１．国内の分割出願 

・分割出願に関する統計 

・機械電気系分割出願の実体的要件に関する裁判例 

・裁判例を考慮した実体的要件違反を回避する明細書の作成 

・戦略的分割出願の事例 

２．外国の分割出願 

・米国の継続出願（分割出願）の留意点 

・欧州の分割出願の留意点 

・中国の分割出願の留意点 

*セミナー内容は変更になることがございますので、ご了承ください。 

★参加者特典： 米欧中のオブジェクションリスト 2020 年版を進呈します。 

 

  ＊ワールドワイド明細書作成セミナー全１２回の概要は、以下のリンクからご参照ください。 

   →→ http://www.lexia-ip.jp/pdf/worldwide_specification.pdf 

 

 講師：レクシア特許法律事務所   弁理士 立花顕治 



セミナーのお申込みについて 

【開催日】 

 2020 年 8 月 6 日（木）13:30～16:15 

【定員】 

 12 名 (企業、大学の知財関係者様を対象とし、１社１名様とさせて頂きます) 

【セミナー参加費】1,000 円 (但し、後述の弊所機械電気部門のクライアント様に該当する場合は無料) 

【セミナー申込方法】 

 以下のリンクよりお申し込みください。 

 https://39auto.biz/lexia/touroku/entryform3.htm 

  

応募が多数の場合には、応募の前後にかかわらず、お断りさせて頂くことがございますので、

予めご了承下さい。応募受付の場合、お断りさせて頂く場合のいずれも、その旨ご連絡いた

しますが、数日お待ち頂きますようお願い致します。 

 

【会場案内】 

セミナー会場：中之島インテス 11 階 113 会議室 (弊所の入居するビル内の会議室です) 

■定員は 12 名ですが、ソーシャルディスタンスを考慮し、72 人収容可能な会議室で開催します。 

【アクセス】 

・京阪中之島線「中之島駅」から徒歩約 3 分 

・地下鉄中央線又は千日前線「阿波座駅」 

から徒歩約 10 分  

詳細は下記 URL をご参照下さい。 

http://www.lexia-ip.jp/office/ 

【お問合せ】 

レクシア特許法律事務所 

 TEL：06-6448-7777 FAX：06-6448-7766 

 E-mail: patent-me@lexia-ip.jp 

 〒530-0005 大阪市北区中之島 6-2-40 

中之島インテス 21 階 

 

  弊所機械電気部門のクライアント＊の皆様への特典 

(1) セミナー参加費を無料にいたします。 

(2) セミナー資料及びセミナー動画をセミナー終了後に特別サイトから配信いたします。 

(3) セミナーの申込者が定員を超えた場合には、優先的に参加枠を提供いたします。但し、

優先の参加枠にも限りがございますので、お断りする場合もございます。 

(4) 不定期に有用な実務情報に関する特別レポートを提供しています。 

(5) 機械電気部門の知財メルマガのバックナンバーライブラリをご案内します(新サービス)。 

＊特典を提供させて頂くクライアントは、過去２年以内に弊所機械電気部門に特許出願のご依頼を頂いた

企業の方に限らせて頂きます。 

 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 


